
参考様式第２号（第８条関係）

会 議 概 要 報 告

１．会議の名称 平成２６年度第３回

潟上市介護保険事業計画策定委員会

２．開催日時・場所 平成２７年１月２９日（木）

午後２時３０分 ～ 午後４時

潟上市役所昭和庁舎 ２階会議室

３．委員等の人数 １５ 人

４．出席委員等の人数 １４ 人

５．議題

（１） 地域支援事業の推進について

（２） 高齢者施策の充実について

（３） 高齢者施策の充実について

（４） 介護サービス等の給付費の推計について

（５） 第 6 期介護保険事業計画における第 1号被保険者

保険料について

６．傍聴者の数 ０ 人

７．会議資料の名称
資料１：介護保険施設入所待機者及び介護保険施設の状況

資料２：潟上市老人福祉計画・潟上市介護保険事業計画

（第 6 期）素案 第 1章～第 4章



８．会議の概要 議題１ 地域支援事業の推進について

説明、承認

議題２ 高齢者施策の充実について

説明、承認

議題３ 高齢者施策の充実について

説明、承認

議題４ 介護サービス等の給付費の推計について

説明、承認

議題５ 第6期介護保険事業計画における第1号被保険者

保険料について

説明、承認

【主な意見及び質問】

質問：総合事業に移行した場合、サービス利用料はどのよ

うに算定されますか。

回答：地域の実情を踏まえ、準備移行期間中（平成２７年

～２８年）に市内の介護保険事業所等と相談しながら

利用料を定める予定です。

質問：高齢者ふれあい交流支援事業の無料交付券につい

て、年１回交付の根拠はなぜですが。

回答：平成２６年度新規事業にて、老人福祉法の老人週間

に合わせて事業を実施したためです。

質問：本市でも認知症高齢者が増えており、グループホー

ムの整備計画はありませんか。

回答：地域包括支援センターへの相談を含め、グループホ

ームの空きが無く入所が困難といった相談がないこ

とから施設整備は充実していると考えており、第６期

計画での整備計画はありません。

意見：第６期における介護保険料について、アップの改定

となっており、市当局における市民への丁寧な説明・

周知が必要と思います。

９．その他


